
10月2日（月）からいよいよ運行開始！
「あいのりくん」利用登録の受付を開始します

　町では、日常生活の移動手段を確保するため、10月２日（月）から、和水町おでかけ交通「あいの
りくん」の運行を開始します。路線バスなどの公共交通機関の利用が不便な地域にお住まいの人や、
自家用車を運転しない人などの通院や買い物などをはじめ、和水町にお住まいの人ならどなたでもご
利用いただけます。
　「あいのりくん」は、利用登録した人からの「電話予約」を受け、利用者の自宅付近から町内８カ
所の目的地まで、他の利用者との「乗り合い」により、安価な運賃で運行する新しい公共交通です。
　「あいのりくん」の運行車両は、町内の民間タクシー（高瀬合同タクシー・三加和タクシー）の車
両を利用します。
　一般タクシーの運行との違いが分かるよう、ドアの部分に「あいのりくん」と表示したステッカー
を貼って運行します。

≪利用登録の手順≫
①利用登録用紙に必要事項を記入
●9月1日の区長便で、町内全世帯にあいのりくんの利用案内（パンフレット）と利用登録用紙を配

布していますので、ご確認のうえ必要事項を記入してください。
●利用登録用紙は、本庁まちづくり推進課、三加和総合支所住民課、和水町福祉センター（社会福祉

協議会）にも用意しています。
　また、町のホームページからダウンロードできます。

②利用登録用紙を提出
●必要事項を記入した利用登録用紙は、本庁まちづくり推進課、又は三加和総合支所住民課、和水町

福祉センター（社会福祉協議会）へ直接提出してください。
　※郵送の場合は、本庁まちづくり推進課にご提出ください。
　〒865－0192
　和水町江田3886番地　和水町役場　 本庁
　まちづくり推進課　宛て

③利用登録の完了
●利用登録用紙の受付後「1週間を目安」として、予約センターへの利用予約が可能となります。

10月2日からの運行に関する電話受付は、９月25日（月）の９時
から予約センターで受付を開始します。　　　　　　　　　　　

あいのりくんを利用するには「利用登録（無料）」が必要です。利用を希望する人、利用する
可能性のある人は事前に利用登録をしてください。
利用登録は9月6日（水）から受付を開始します。

  

 

   
 

  

  
 

  

   

  

 

 
 

 

記入例
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